
大口町告示第３１号 

 

 大口町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 

  平成２７年３月３１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

   大口町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱（平成１２年大口町告示第５６号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第３号中「特定疾患医療給付事業受給者票」を「特定医療費受給者証（指

定難病）」に改める。 

 第５条第２項中「利用の適否」の次に「及び利用料」を加える。 

 第６条を次のように改める。 

 （利用料） 

第６条 サービス事業の利用料は、毎年８月１日を基準日として、大口町介護保険

条例（平成１２年大口町条例第２１号。以下「条例」という。）第４条に定める

保険料率に応じ、別表の基準により決定する。 

２ 町長は、利用料に変更が生じた場合は、当該サービス事業の利用決定を受けた

者（以下「利用者」という。）に大口町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料変更決

定通知書（様式第４）により通知する。 

３ 利用者は、１月分の利用料を当該事業の利用のあった月の翌月の末日までに町

に支払うものとする。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

大口町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料表 

  区   分 1 回当たりの利用料 

条例第４条第１項第１号に定める者 ０円 

条例第４条第１項第２号から第４号に定める者 ３１０円 

条例第４条第１項第５号から第８号に定める者 ４２０円 

条例第４条第１項第９号から第１１号に定める者 ８４０円 

備考 申請日の属する月が４月から７月までの場合は、前年度の介護保険料

率により利用料を決定する。 
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様式第１中「特定疾患医療給付受給者」を「特定医療費受給者証（指定難病）の

保持者」に、「特定疾患医療給付事業受給者票」を「特定医療費受給者証（指定難

病）」に改める。 

様式第５中「特定疾患医療給付受給者」を「特定医療費受給者証（指定難病）の

保持者」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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